様式第１号（第５条関係）
年　　月　　日

　内子町長　　　　　　　　様

申請者　住所
氏名
電話番号
メールアドレス


内子町若年者就職奨励金交付に伴う届

　私は、就職後１年を経過した日以降に内子町若年者就職奨励金交付要綱第３条第１項に規定する交付対象者となる予定であり、次のとおり届出します。

	１　申請者区分（□にレ印を付けてください。）

	□
	新規学卒者
	卒業日
	年　　　月　　　日

	
	
	学校名
（最終学歴）
	

	□
	新規学卒者以外（既卒・転職者等）

	□
	外国人（日本国内において就労が認められている在留資格を有し、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者又は特定技能等（技能実習を除く。）のいずれかの在留資格を持つ者）
※新規学卒者である場合は、上記にもチェックを付けてください。

	２　就職先
	

	３　就職日
	年　　　月　　　日

	４　職種
	


【同意事項】（□にレ印を付けてください。）
□　奨励金の交付を受けた後も町内に継続して居住する意思があります。
□　内子町若年者就職奨励金交付要綱第11条の規定に該当し、奨励金の交付決定の取消し及び返還命令を受けた場合は、奨励金を町に返還します。
□　町による本奨励金に関するアンケート調査等へ協力します。



様式第２号（第６条関係）
年　　月　　日

　内子町長　　　　　　　　様

申請者　住所
氏名
電話番号
メールアドレス

内子町若年者就職奨励金交付申請書

　私は、内子町若年者就職奨励金交付要綱第３条第１項に規定する交付対象者であり、第３条第２項の規定に該当する者ではありませんので、第６条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。
　また、奨励金の交付決定があった場合は、交付決定額の奨励金の交付を請求します。
	１　申請者区分（□にレ印を付けてください。）

	□
	新規学卒者
	卒業日
	年　　　月　　　日

	
	
	学校名
（最終学歴）
	

	□
	新規学卒者以外（既卒・転職者等）

	□
	外国人（日本国内において就労が認められている在留資格を有し、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者又は特定技能等（技能実習を除く。）のいずれかの在留資格を持つ者）
※新規学卒者である場合は、上記にもチェックを付けてください。

	２　申請年度区分（□にレ印を付けてください。）

	□
	初年度（就業開始から1年目）

	□
	２年度目

	□
	３年度目

	２　交付申請額
	円

	３　就職先
	

	４　就職日
	年　　　月　　　日

	５　職種
	

	６　添付書類
	□ 誓約書兼同意書（別紙１）
□ 在職証明書（別紙２）
□ 住民票
□ 卒業証明書の写し【新規学卒者のみ】
□ その他町長が必要と認める書類
□ 提出物チェックリスト


別紙１

誓約書兼同意書

　内子町長　　　　　　　　様


　内子町若年者就職奨励金の交付申請に当たり、内子町若年者就職奨励金交付要綱第３条に定める要件を全て満たし、申請書類の記載事項が事実と相違ないことを誓約します。
　また、町が申請において審査する際に必要な事項や内容及び記載された個人情報について調査し、又は照会することに同意します。

記

□にレ印を付けてください。
	確認項目
	確認欄

	１　奨励金の交付を受けた後も町内に継続して居住する意思があります。
	□

	２　本奨励金の交付要綱第11条の規定に該当し、奨励金の交付決定の取消し及び返還命令を受けた場合は、奨励金を町に返還します。
	□

	３　町による本奨励金に関するアンケート調査等へ協力します。
	□





年　　　月　　　日


申請者　住所

氏名



別紙２

在　職　証　明　書

	現住所
	（〒　　　-　　　　）

	
	喜多郡内子町

	氏名
	（フリガナ）

	
	

	
	（　　　　年　　　月　　　日生）

	就業年月日
	年　　　月　　　日

	勤務時間
	時　　　分　～　　　　時　　　分（週　　時間）

	所属役職
	

	職種
	

	備考
その他
	

	※　本町への転入が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴う場合は交付対象外。ただし、就業先の本社が町内にあり、本社への転勤により転入した者はこの限りでない。また、就業先において転勤がある場合であっても勤務地が町内に限定され、町内に定住することが見込まれる者（エリア採用）はこの限りでない。



　上記の者は、正規雇用者として在職していることを証明します。
　また、上記の者は、パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者又はこれに属する労働者ではありません。

年　　　月　　　日

所在地
事業主　　名　称
代表者



様式第３号（第７条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

内子町長　　　　　　　　


内子町若年者就職奨励金交付（不交付）決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった内子町若年者就職奨励金について、下記のとおり決定したので内子町若年者就職奨励金交付要綱第７条の規定により通知します。


記


１　次のとおり内子町若年者就職奨励金を交付します。

　（１）交付決定額　　　　　　　　　　　円

　（２）交付条件等
ア　偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたことが判明した場合には、奨励金の交付決定を取り消し、交付された奨励金の返還を命じます。
イ　奨励金交付申請に係る書類について、奨励金の交付を受けた会計年度の翌年度から起算して５年間保存すること。


２　次の理由により、内子町若年者就職奨励金を交付しません。
　（理由）






様式第４号（第８条関係）
年　　月　　日

　内子町長　　　　　　　　様

申請者　住所
氏名
電話番号
メールアドレス


内子町若年者就職奨励金交付辞退届

　　　　　年　　月　　日付け　第　　号で交付決定のあった内子町若年者就職奨励金について、内子町若年者就職奨励金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり交付を辞退します。


記


交付辞退理由






様式第５号（第９条関係）
年　　月　　日

　内子町長　　　　　　　　様

申請者　住所
氏名
電話番号
メールアドレス


内子町若年者就職奨励金請求書

　次のとおり内子町若年者就職奨励金を交付されるよう請求します。
	奨励金請求額
	円

	交付決定
	事業の名称
	内子町若年者就職奨励金交付事業

	
	交付決定年月日
	年　　月　　日

	
	番号
	第　　　号

	振込口座
	（金融機関名）　　　　　　　（支店等名）

（口座種別）　　　　　　　（口座番号）
　　　　普通　・　当座

（口座名義フリガナ）

（口座名義）



※申請者名義の口座を記入してください。
※添付書類（□にレ印を付けてください。）
　□振込先口座通帳の写し（金融機関、支店、口座番号、名義が確認できる部分）




様式第６号（第11条関係）
第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

内子町長　　　　　　　　


内子町若年者就職奨励金取消通知書兼返還命令書

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定した内子町若年者就職奨励金について、下記のとおり取消しすることに決定したので、内子町若年者就職奨励金交付要綱第11条の規定により通知します。


記


１　取消理由

２　取消金額　　　　　　　　　　　　　　円

３　交付済奨励金額　　　　　　　　　　　円

４　返還命令金額　　　　　　　　　　　　円

５　返還期限　　　　　　　　年　　月　　日













内子町若年者就職奨励金
提出物チェックリスト（新規申請者用）
　申請書類に不備がある場合は受理できませんので、提出書類等の漏れがないよう、提出前に本チェックリストにて最終確認してください。

※□にレ印を付けてください。全ての□にレ印がない場合は申請できません。
	交付要件
	　申請日において、次のとおりである
□奨励金の交付を受けた後も町内に継続して居住する意思がある者
□町内事業所に正規雇用者として初めて就職した者で、就業開始日（雇用契約に基づき実際に就業を開始した日）時点での年齢が15歳以上40歳未満の者
□就業開始日から起算して１年以上継続して、同一の町内事業所に就業している者
□町税（国民健康保険税含む。）に滞納がない者
□町への転入が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものでない者。
ただし、就業先の本社が町内にあり、本社への転勤により転入した者又は転勤がある場合であっても勤務地が町内に限定され、町内に定住することが見込まれる者は、この限りでない。
□日本人である、又は外国人であって、日本国内において就労が認められている在留資格を有し、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者又は特定技能等（技能実習を除く。）のいずれかに該当する者

	必要書類
	□内子町若年者就職奨励金交付申請書（様式第２号）
□誓約書兼同意書（様式第２号　別紙１）
□在職証明書（様式第２号　別紙２）
□住民票　１通
□卒業証明書の写し【新規学卒者のみ】
□提出物チェックリスト　※本チェックリストも提出してください。



　上記必要書類一式を揃えて、内子町若年者就職奨励金を申請します。

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	※町担当者チェック欄
必要書類の確認　□

	
	
	
	

	申請者
	氏名
	
	（受付印）

	
	連絡先電話番号（日中連絡のとれる番号）
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




内子町若年者就職奨励金
提出物チェックリスト（２年目申請者用）
　申請書類に不備がある場合は受理できませんので、提出書類等の漏れがないよう、提出前に本チェックリストにて最終確認してください。

※□にレ印を付けてください。全ての□にレ印がない場合は申請できません。
	交付要件
	　申請日において、次のとおりである
□奨励金の交付を受けた後も町内に継続して居住する意思がある者
□町内事業所に正規雇用者として初めて就職した者で、就業開始日（雇用契約に基づき実際に就業を開始した日）時点での年齢が15歳以上40歳未満の者
□就業開始日から起算して２年以上継続して、同一の町内事業所に就業している者
□町税（国民健康保険税含む。）に滞納がない者
□町への転入が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものでない者。
ただし、就業先の本社が町内にあり、本社への転勤により転入した者又は転勤がある場合であっても勤務地が町内に限定され、町内に定住することが見込まれる者は、この限りでない。
□日本人である、又は外国人であって、日本国内において就労が認められている在留資格を有し、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者又は特定技能等（技能実習を除く。）のいずれかに該当する者

	必要書類
	□内子町若年者就職奨励金交付申請書（様式第２号）
□在職証明書（様式第２号　別紙２）
□提出物チェックリスト　※本チェックリストも提出してください。 



　上記必要書類一式を揃えて、内子町若年者就職奨励金を申請します。

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	※町担当者チェック欄
必要書類の確認　□

	
	
	
	

	申請者
	氏名
	
	（受付印）

	
	連絡先電話番号（日中連絡のとれる番号）
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